
議

案

第

三

十

八

号

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

平

成

十

六

年

六

月

八

日

提

出

者

杉

並

区

長

山

田

宏

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

杉

並

区

条

例

第

四

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。第

十

一

条

第

一

項

第

二

号

中

「

老

年

者

」

を

「

年

齢

六

十

五

歳

以

上

の

者

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

を

削

る

。

第

十

八

条

中

「

各

号

の

一

」

を

「

各

号

の

い

ず

れ

か

」

に

改

め

、

「

、

老

年

者

控

除

額

」

を

削

る

。

第

二

十

一

条

の

二

第

二

項

中

「

第

四

十

八

条

の

九

の

三

」

の

下

に

「

か

ら

第

四

十

八

条

の

九

の

六

ま

で

」

を

加

え

る

。

第

四

十

四

条

第

一

項

及

び

第

二

項

中

「

第

三

十

三

号

の

二

様

式

」

を

「

第

三

十

三

号

の

四

様

式

」

に

、

「

第

三

十

三

号

の

三

様

式

」

を

「

第

三

十

三

号

の

五

様

式

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

第

三

十

三

号

の

二

様

式

」

を

「

第

三

十

三

号

の

四

様

式

」

に

改

め

る

。

附

則

第

三

条

を

削

る

。

附

則

第

三

条

の

二

の

見

出

し

を

「

（

居

住

用

財

産

の

買

換

え

等

の

場

合

の

譲

渡

損

失

の

損

益

通

算

及

び



繰

越

控

除

）

」

に

改

め

、

同

条

第

一

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

平

成

十

七

年

度

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

第

四

項

第

一

号

に

規

定

す

る

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

第

三

項

ま

で

に

お

い

て

「

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

場

合

に

は

、

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

及

び

第

三

項

第

二

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

前

三

年

内

の

年

に

お

い

て

生

じ

た

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

以

外

の

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

本

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

附

則

第

三

条

の

二

第

三

項

各

号

列

記

以

外

の

部

分

中

「

第

一

項

」

を

「

第

三

項

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

附

則

第

三

条

の

二

第

一

項

」

を

「

附

則

第

三

条

第

三

項

」

に

、

「

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

」

を

「

通

算

後

譲

渡

損

失

」

に

、

「

同

条

第

一

項

」

を

「

同

条

第

三

項

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

第

四

十

一

条

の

五

第

六

項

第

三

号

」

を

「

第

四

十

一

条

の

五

第

十

二

項

第

三

号

」

に

、

「

附

則

第

三

条

の

二

第

三

項

第

一

号

」

を

「

附

則

第

三

条

第

五

項

第

一

号

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

五

項

と

し

、

同

条

第

二

項

中

「

、

第

十

条

第

一

項

又

は

第

十

二

条

第

一

項

」

を

削

り

、

「

あ

る

の

は

、

」

を

「

あ

る

の

は

」

に

、

「

、

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

を

「

」

と

、

「

合

計

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

合

計

所

得

金

額

（

附

則

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

金

額

を

含

む

。

）

」

と

し

、

附

則

第

十

条

第

一

項

、

第

十

二

条

第

一

項

、

第

十

三

条

第

一

項

又

は

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

合

計

所

得

金

額

」

と

あ

る



の

は

「

合

計

所

得

金

額

（

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

又

は

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

含

む

。

）

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

項

の

前

に

次

の

二

項

を

加

え

る

。

２

前

項

の

規

定

は

、

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

が

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

前

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

第

四

項

第

二

号

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

本

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

）

は

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

十

二

月

三

十

一

日

に

お

い

て

当

該

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

に

係

る

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

四

十

一

条

の

五

第

七

項

第

一

号

に

規

定

す

る

買

換

資

産

に

係

る

同

項

第

四

号

に

規

定

す

る

住

宅

借

入

金

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

お

い

て

、

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

前

項

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

当

該

申

告

書



を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

納

税

義

務

者

の

当

該

連

続

し

て

提

出

さ

れ

た

申

告

書

に

係

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

を

超

え

る

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

附

則

第

三

条

の

二

を

附

則

第

三

条

と

し

、

同

条

の

次

に

次

の

一

条

を

加

え

る

。

（

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

損

益

通

算

及

び

繰

越

控

除

）

第

三

条

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

平

成

十

七

年

度

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

四

項

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

第

三

項

ま

で

に

お

い

て

「

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

場

合

に

は

、

当

該

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

及

び

第

三

項

第

二

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

た

だ



し

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

前

三

年

内

の

年

に

お

い

て

生

じ

た

当

該

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

以

外

の

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

本

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

前

項

の

規

定

は

、

当

該

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

が

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

前

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

四

項

第

二

号

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

本

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

）

は

、

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

前

項

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

当

該

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条



第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

納

税

義

務

者

の

当

該

連

続

し

て

提

出

さ

れ

た

申

告

書

に

係

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

を

超

え

る

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

４

附

則

第

九

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

総

所

得

金

額

、

附

則

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

」

と

、

「

合

計

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

合

計

所

得

金

額

（

附

則

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

金

額

を

含

む

。

）

」

と

し

、

附

則

第

十

条

第

一

項

、

第

十

二

条

第

一

項

、

第

十

三

条

第

一

項

又

は

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

合

計

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

合

計

所

得

金

額

（

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

又

は

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

含

む

。

）

」

と

す

る

。

５

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

二

十

四

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

純

損

失

ま

た

は

雑

損

失

」

と

あ

る



の

は

「

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

」

と

、

「

、

第

一

項

の

申

告

書

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

一

項

の

申

告

書

又

は

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

規

則

で

定

め

る

申

告

書

」

と

す

る

。

二

第

二

十

五

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

確

定

申

告

書

（

」

と

あ

る

の

は

「

確

定

申

告

書

（

租

税

特

別

措

置

法

第

四

十

一

条

の

五

の

二

第

十

二

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

所

得

税

法

第

百

二

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

」

と

、

「

又

は

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

前

条

第

五

項

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

又

は

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

前

条

第

五

項

」

と

す

る

。

附

則

第

十

条

第

一

項

中

「

か

ら

同

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

」

を

「

に

対

し

、

」

に

、

「

特

別

控

除

額

（

」

を

「

金

額

（

」

に

、

「

若

し

く

は

第

三

十

六

条

第

一

項

の

規

定

又

は

同

法

第

三

十

三

条

第

四

項

（

同

法

第

三

十

三

条

の

二

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

、

第

三

十

六

条

の

二

第

三

項

（

同

法

第

三

十

六

条

の

六

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

若

し

く

は

第

三

十

七

条

第

六

項

（

同

法

第

三

十

七

条

の

五

第

二

項

、

第

三

十

七

条

の

七

第

四

項

若

し

く

は

第

三

十

七

条

の

九

の

二

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

「

又

は

第

三

十

六

条

」

に

、

「

計

算

さ

れ

る

当

該

特

別

控

除

額

）

を

控

除

し

た

金

額

（

第

四

項

第

一

号

」

を

「

同

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額

に

つ

き

第

三

項

第

一

号

」

に

、

「

に

対

し

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

」

を

「

の

百

分

の

三

・

四

に



相

当

す

る

」

に

改

め

、

同

項

各

号

を

削

り

、

同

条

第

二

項

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

第

一

項

」

を

「

前

項

」

に

改

め

、

「

に

よ

る

。

）

」

の

下

に

「

を

い

い

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

法

附

則

第

三

十

五

条

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

計

算

し

た

金

額

を

限

度

と

し

て

当

該

損

失

の

金

額

を

控

除

し

た

後

の

金

額

」

を

加

え

、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

し

、

同

条

第

四

項

を

同

条

第

三

項

と

す

る

。

附

則

第

十

一

条

第

一

項

中

「

平

成

十

六

年

度

」

を

「

平

成

二

十

一

年

度

」

に

、

「

同

項

各

号

及

び

前

条

第

二

項

」

を

「

同

項

」

に

改

め

、

同

項

第

一

号

中

「

四

千

万

円

」

を

「

二

千

万

円

」

に

、

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

百

分

の

二

・

七

」

に

改

め

、

同

項

第

二

号

中

「

四

千

万

円

」

を

「

二

千

万

円

」

に

、

「

百

分

の

四

」

を

「

百

分

の

三

・

四

」

に

改

め

、

同

号

イ

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

イ

五

十

四

万

円

附

則

第

十

一

条

第

二

項

中

「

平

成

十

六

年

度

」

を

「

平

成

二

十

一

年

度

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

中

「

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

四

条

の

二

第

二

項

第

三

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

つ

た

土

地

等

に

つ

き

同

条

第

一

項

」

を

「

、

そ

の

有

す

る

土

地

等

に

つ

き

、

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

三

条

か

ら

第

三

十

三

条

の

四

ま

で

、

第

三

十

四

条

か

ら

第

三

十

五

条

ま

で

、

第

三

十

六

条

の

二

、

第

三

十

六

条

の

五

か

ら

第

三

十

七

条

ま

で

、

第

三

十

七

条

の

四

か

ら

第

三

十

七

条

の

七

ま

で

、

第

三

十

七

条

の

九

の

二

又

は

第

三

十

七

条

の

九

の

三

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

一

条

の

二

第

一

項

中

「

（

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

場

合

を

含

む

。

）

」

を

削

り

、

「

同

条

第

一

項

各

号

及

び

同

条

第

二

項

」

を

「

同

項

」

に

改

め

る

。

附

則

第

十

二

条

第

一

項

中

「

次

に

掲

げ

る

金

額

の

う

ち

い

ず

れ

か

多

い

」

を

「

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金



額

（

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

法

第

三

十

三

条

の

四

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

三

第

一

項

、

第

三

十

五

条

第

一

項

又

は

第

三

十

六

条

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

の

適

用

に

よ

り

同

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額

に

つ

き

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

附

則

第

十

条

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

六

に

相

当

す

る

」

に

改

め

、

同

項

各

号

を

削

り

、

同

条

第

二

項

中

「

に

よ

る

。

）

」

の

下

に

「

を

い

い

、

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

計

算

し

た

金

額

を

限

度

と

し

て

当

該

損

失

の

金

額

を

控

除

し

た

後

の

金

額

」

を

加

え

、

同

条

第

三

項

中

「

同

項

第

一

号

中

「

百

分

の

九

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

四

」

と

、

同

項

第

二

号

中

「

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

百

十

に

相

当

す

る

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

控

除

し

た

金

額

」

を

「

同

項

中

「

百

分

の

六

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

三

・

四

」

に

改

め

、

同

条

第

四

項

後

段

を

削

り

、

同

条

第

五

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

５

附

則

第

十

条

第

三

項

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

十

条

第

一

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

二

条

第

一

項

」

と

、

「

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

、

「

第

三

十

一

条

第

一

項

」

と

あ

る

の

は

「

第

三

十

二

条

第

一

項

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

附

則

第

十

三

条

第

一

項

中

「

及

び

第

二

項

」

を

削

り

、

「

、

次

項

及

び

第

三

項

並

び

に

」

を

「

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

」

に

、

「

百

分

の

四

」

を

「

百

分

の

三

・

四

」

に

改

め

る

。



附

則

第

十

三

条

の

二

第

一

項

中

「

所

得

割

の

納

税

義

務

者

」

を

「

平

成

十

六

年

度

か

ら

平

成

二

十

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

」

に

、

「

百

分

の

三

・

四

」

を

「

百

分

の

二

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

を

削

り

、

同

条

第

三

項

中

「

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

一

項

の

」

を

削

り

、

同

項

を

同

条

第

二

項

と

す

る

。

附

則

第

十

四

条

第

一

項

中

「

（

第

七

項

に

お

い

て

「

特

定

中

小

会

社

」

と

い

う

。

）

の

同

条

第

一

項

」

を

「

の

同

項

」

に

、

「

こ

れ

ら

の

株

式

」

を

「

当

該

株

式

」

に

改

め

、

同

条

第

七

項

中

「

当

該

特

定

株

式

に

係

る

特

定

中

小

会

社

（

当

該

特

定

中

小

会

社

で

あ

つ

た

株

式

会

社

を

含

む

。

）

が

発

行

し

た

株

式

に

係

る

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

二

項

に

規

定

す

る

上

場

等

の

日

（

以

下

本

項

に

お

い

て

「

上

場

等

の

日

」

と

い

う

。

）

以

後

に

」

を

削

り

、

「

（

そ

の

上

場

等

の

日

に

」

を

「

の

譲

渡

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

八

項

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

譲

渡

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

つ

て

、

そ

の

譲

渡

の

日

に

」

に

、

「

も

の

に

限

る

。

）

の

譲

渡

（

そ

の

上

場

等

の

日

以

後

三

年

以

内

に

行

わ

れ

る

譲

渡

（

証

券

取

引

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

十

五

号

）

第

二

条

第

十

七

項

に

規

定

す

る

有

価

証

券

先

物

取

引

の

方

法

に

よ

り

行

う

も

の

を

除

く

。

）

で

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

二

項

に

規

定

す

る

証

券

業

者

へ

の

売

委

託

に

基

づ

く

も

の

又

は

当

該

証

券

業

者

に

対

す

る

も

の

に

限

る

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

」

を

「

場

合

に

限

る

」

に

改

め

る

。

附

則

第

一

条

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

第

十

八

条

の

改

正

規

定

及

び

附

則

第

二

条

第

二

項

の

規

定

は

、

平

成

十

七

年

一

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

第

二

条

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

「

新

条

例

」

と

い

う

。

）

第

十

一



条

並

び

に

附

則

第

三

条

の

二

及

び

第

十

三

条

の

規

定

は

、

平

成

十

七

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

十

六

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

２

新

条

例

第

十

八

条

の

規

定

は

、

平

成

十

八

年

度

以

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

平

成

十

七

年

度

分

ま

で

の

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

３

新

条

例

附

則

第

三

条

の

規

定

は

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

平

成

十

六

年

一

月

一

日

以

後

に

行

う

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

十

六

年

法

律

第

十

四

号

）

第

七

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

後

の

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

。

以

下

「

新

租

税

特

別

措

置

法

」

と

い

う

。

）

第

四

十

一

条

の

五

第

七

項

第

一

号

に

規

定

す

る

家

屋

又

は

土

地

若

し

く

は

土

地

の

上

に

存

す

る

権

利

で

同

号

に

規

定

す

る

譲

渡

資

産

に

該

当

す

る

も

の

の

譲

渡

に

係

る

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

同

日

前

に

行

っ

た

所

得

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

平

成

十

六

年

法

律

第

十

四

号

）

第

七

条

の

規

定

に

よ

る

改

正

前

の

租

税

特

別

措

置

法

（

以

下

「

旧

租

税

特

別

措

置

法

」

と

い

う

。

）

第

四

十

一

条

の

五

第

三

項

第

一

号

に

規

定

す

る

家

屋

又

は

土

地

若

し

く

は

土

地

の

上

に

存

す

る

権

利

で

同

号

に

規

定

す

る

譲

渡

資

産

に

該

当

す

る

も

の

の

譲

渡

に

係

る

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

４

新

条

例

附

則

第

十

条

の

規

定

は

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

平

成

十

六

年

一

月

一

日

以

後

に

行

う

新

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

又

は

建

物

等

の

譲

渡

に

係

る

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

同

日

前

に

行

っ

た

旧

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

又

は

建

物

等

の

譲

渡

に

係

る

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

５

新

条

例

附

則

第

十

一

条

の

規

定

は

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

平

成

十

六

年

一

月

一

日

以

後

に

行

う



同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

に

該

当

す

る

譲

渡

又

は

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

に

該

当

す

る

譲

渡

に

係

る

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

同

日

前

に

行

っ

た

改

正

前

の

杉

並

区

特

別

区

税

条

例

（

以

下

「

旧

条

例

」

と

い

う

。

）

附

則

第

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

に

該

当

す

る

譲

渡

又

は

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

に

該

当

す

る

譲

渡

に

係

る

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

６

新

条

例

附

則

第

十

二

条

の

規

定

は

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

平

成

十

六

年

一

月

一

日

以

後

に

行

う

新

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

又

は

建

物

等

の

譲

渡

に

係

る

区

民

税

に

つ

い

て

適

用

し

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

同

日

前

に

行

っ

た

旧

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

又

は

建

物

等

の

譲

渡

に

係

る

区

民

税

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

７

新

条

例

附

則

第

十

四

条

第

七

項

の

規

定

は

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

平

成

十

六

年

四

月

一

日

以

後

に

行

う

同

項

に

規

定

す

る

特

定

株

式

（

新

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

第

一

項

第

二

号

及

び

第

三

号

に

定

め

る

も

の

に

あ

っ

て

は

、

同

日

以

後

に

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

す

る

も

の

に

限

る

。

）

の

譲

渡

に

つ

い

て

適

用

し

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

同

日

前

に

行

っ

た

旧

条

例

附

則

第

十

四

条

第

七

項

に

規

定

す

る

特

定

株

式

の

譲

渡

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。

８

平

成

十

七

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

平

成

十

七

年

一

月

一

日

現

在

に

お

い

て

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

こ

と

に

よ

り

均

等

割

の

納

税

義

務

を

負

う

夫

と

生

計

を

一

に

す

る

妻

で

区

内

に

住

所

を

有

す

る

も

の

に

係

る

新

条

例

第

十

四

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

中

「

三

千

円

」

と

あ

る

の

は

、

「

千

五

百

円

」

と

す

る

。



（

提

案

理

由

）

土

地

又

は

建

物

等

の

譲

渡

所

得

に

係

る

税

率

を

引

き

下

げ

る

等

の

必

要

が

あ

る

。
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杉

並

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

新

旧

対

照

表

新

条

例

旧

条

例

（

区

民

税

の

非

課

税

の

範

囲

）

（

区

民

税

の

非

課

税

の

範

囲

）

第

十

一

条

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

第

十

一

条

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

者

（

法

の

施

行

地

に

住

所

を

有

し

な

い

者

を

除

（

法

の

施

行

地

に

住

所

を

有

し

な

い

者

を

除

く

。

）

に

対

し

て

は

区

民

税

（

第

二

号

に

該

当

す

く

。

）

に

対

し

て

は

区

民

税

（

第

二

号

に

該

当

す

る

者

に

あ

つ

て

は

、

第

三

十

七

条

の

二

の

規

定

に

る

者

に

あ

つ

て

は

、

第

三

十

七

条

の

二

の

規

定

に

よ

つ

て

課

す

る

所

得

割

（

以

下

「

分

離

課

税

に

係

よ

つ

て

課

す

る

所

得

割

（

以

下

「

分

離

課

税

に

係

る

所

得

割

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

を

課

さ

な

る

所

得

割

」

と

い

う

。

）

を

除

く

。

）

を

課

さ

な

い

。

い

。

一

略

一

略

二

障

害

者

、

未

成

年

者

、

年

齢

六

十

五

歳

以

上

二

障

害

者

、

未

成

年

者

、

老

年

者

の

者

、

寡

婦

又

は

寡

夫

（

こ

れ

ら

の

者

の

前

年

、

寡

婦

又

は

寡

夫

（

こ

れ

ら

の

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

を

超

え

る

の

合

計

所

得

金

額

が

百

二

十

五

万

円

を

超

え

る

場

合

を

除

く

。

）

場

合

を

除

く

。

）

２

略

２

略

３

区

内

に

住

所

を

有

す

る

こ

と

に

よ

り

均

等

割

の

納

税

義

務

を

負

う

夫

と

生

計

を

一

に

す

る

妻

で

区

資 料 １
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内

に

住

所

を

有

す

る

者

に

対

し

て

は

、

均

等

割

を

課

さ

な

い

。

（

所

得

控

除

）

（

所

得

控

除

）

第

十

八

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

法

第

三

百

十

第

十

八

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

法

第

三

百

十

四

条

の

二

第

一

項

の

各

号

の

い

ず

れ

か

又

は

同

条

四

条

の

二

第

一

項

の

各

号

の

一

又

は

同

条

第

二

項

に

掲

げ

る

者

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

第

二

項

に

掲

げ

る

者

に

該

当

す

る

場

合

に

お

い

て

は

、

同

条

第

一

項

か

ら

第

十

二

項

ま

で

の

規

定

に

は

、

同

条

第

一

項

か

ら

第

十

二

項

ま

で

の

規

定

に

よ

り

、

雑

損

控

除

額

、

医

療

費

控

除

額

、

社

会

保

よ

り

、

雑

損

控

除

額

、

医

療

費

控

除

額

、

社

会

保

険

料

控

除

額

、

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

険

料

控

除

額

、

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

額

、

生

命

保

険

料

控

除

額

、

損

害

保

険

料

控

除

額

、

生

命

保

険

料

控

除

額

、

損

害

保

険

料

控

除

額

、

寄

附

金

控

除

額

、

障

害

者

控

除

額

額

、

寄

附

金

控

除

額

、

障

害

者

控

除

額

、

老

年

者

、

寡

婦

（

寡

夫

）

控

除

額

、

勤

労

学

生

控

控

除

額

、

寡

婦

（

寡

夫

）

控

除

額

、

勤

労

学

生

控

除

額

、

配

偶

者

控

除

額

、

配

偶

者

特

別

控

除

額

、

除

額

、

配

偶

者

控

除

額

、

配

偶

者

特

別

控

除

額

、

扶

養

控

除

額

又

は

基

礎

控

除

額

を

、

そ

の

者

の

前

扶

養

控

除

額

又

は

基

礎

控

除

額

を

、

そ

の

者

の

前

年

の

所

得

に

つ

い

て

算

定

し

た

総

所

得

金

額

、

退

年

の

所

得

に

つ

い

て

算

定

し

た

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

か

ら

控

除

す

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

か

ら

控

除

す

る

。

る

。

（

配

当

割

額

又

は

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

の

控

除

）

（

配

当

割

額

又

は

株

式

等

譲

渡

所

得

割

額

の

控

除

）

第

二

十

一

条

の

二

略

第

二

十

一

条

の

二

略

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同

２

前

項

の

規

定

に

よ

り

控

除

さ

れ

る

べ

き

額

で

同
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項

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

項

の

所

得

割

の

額

か

ら

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

額

は

、

令

第

四

十

八

条

の

九

の

三

か

ら

第

四

十

金

額

は

、

令

第

四

十

八

条

の

九

の

三

八

条

の

九

の

六

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

前

項

の

納

税

義

務

者

に

対

し

そ

の

控

除

し

き

れ

な

前

項

の

納

税

義

務

者

に

対

し

そ

の

控

除

し

き

れ

な

か

つ

た

金

額

を

還

付

し

、

又

は

当

該

者

の

未

納

に

か

つ

た

金

額

を

還

付

し

、

又

は

当

該

者

の

未

納

に

係

る

徴

収

金

に

充

当

す

る

。

係

る

徴

収

金

に

充

当

す

る

。

（

軽

自

動

車

税

に

関

す

る

申

告

又

は

報

告

）

（

軽

自

動

車

税

に

関

す

る

申

告

又

は

報

告

）

第

四

十

四

条

軽

自

動

車

税

の

納

税

義

務

者

で

あ

る

第

四

十

四

条

軽

自

動

車

税

の

納

税

義

務

者

で

あ

る

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

又

は

使

用

者

（

以

下

本

節

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

又

は

使

用

者

（

以

下

本

節

に

お

い

て

「

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

等

」

と

い

に

お

い

て

「

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

等

」

と

い

う

。

）

は

、

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

等

と

な

つ

た

う

。

）

は

、

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

等

と

な

つ

た

日

か

ら

十

五

日

以

内

に

、

軽

自

動

車

及

び

二

輪

の

日

か

ら

十

五

日

以

内

に

、

軽

自

動

車

及

び

二

輪

の

小

型

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

小

型

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

四

様

式

に

よ

る

申

告

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

二

様

式

に

よ

る

申

告

書

、

原

動

機

付

自

転

車

及

び

小

型

特

殊

自

動

車

の

書

、

原

動

機

付

自

転

車

及

び

小

型

特

殊

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

五

様

式

に

よ

る

申

告

書

並

び

に

そ

の

者

十

三

号

の

三

様

式

に

よ

る

申

告

書

並

び

に

そ

の

者

の

住

所

を

証

明

す

べ

き

書

類

を

区

長

に

提

出

し

な

の

住

所

を

証

明

す

べ

き

書

類

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

資 料 １
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２

前

項

の

申

告

書

を

提

出

し

た

者

は

、

当

該

申

告

２

前

項

の

申

告

書

を

提

出

し

た

者

は

、

当

該

申

告

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

あ

つ

た

場

合

に

お

い

て

事

項

に

つ

い

て

変

更

が

あ

つ

た

場

合

に

お

い

て

は

、

そ

の

事

由

が

生

じ

た

日

か

ら

十

五

日

以

内

は

、

そ

の

事

由

が

生

じ

た

日

か

ら

十

五

日

以

内

に

、

当

該

変

更

が

あ

つ

た

事

項

に

つ

い

て

軽

自

動

に

、

当

該

変

更

が

あ

つ

た

事

項

に

つ

い

て

軽

自

動

車

及

び

二

輪

の

小

型

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

車

及

び

二

輪

の

小

型

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

四

様

式

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

二

様

式

に

よ

る

申

告

書

並

び

に

原

動

機

付

自

転

車

及

び

小

に

よ

る

申

告

書

並

び

に

原

動

機

付

自

転

車

及

び

小

型

特

殊

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

型

特

殊

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

五

様

式

に

よ

る

申

告

は

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

三

様

式

に

よ

る

申

告

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

書

を

区

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

に

よ

り

申

告

書

を

提

出

す

べ

き

し

、

次

項

の

規

定

に

よ

り

申

告

書

を

提

出

す

べ

き

場

合

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

場

合

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

３

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

等

で

な

く

な

つ

た

者

３

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

等

で

な

く

な

つ

た

者

は

、

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

等

で

な

く

な

つ

た

日

は

、

軽

自

動

車

等

の

所

有

者

等

で

な

く

な

つ

た

日

か

ら

三

十

日

以

内

に

、

軽

自

動

車

及

び

二

輪

の

小

か

ら

三

十

日

以

内

に

、

軽

自

動

車

及

び

二

輪

の

小

型

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

型

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

十

三

号

の

四

様

式

に

よ

る

申

告

書

並

行

規

則

第

三

十

三

号

の

二

様

式

に

よ

る

申

告

書

並

び

に

原

動

機

付

自

転

車

及

び

小

型

特

殊

自

動

車

の

び

に

原

動

機

付

自

転

車

及

び

小

型

特

殊

自

動

車

の

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

所

有

者

又

は

使

用

者

に

あ

つ

て

は

施

行

規

則

第

三

十

四

号

様

式

に

よ

る

申

告

書

を

区

長

に

提

出

し

な

十

四

号

様

式

に

よ

る

申

告

書

を

区

長

に

提

出

し

な
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け

れ

ば

な

ら

な

い

。

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

４

略

４

略

附

則

附

則

第

三

条

削

除

（

居

住

用

財

産

の

買

換

え

等

の

場

合

の

譲

渡

損

失

の

（

特

定

の

居

住

用

財

産

の

買

換

え

等

の

場

合

の

譲

渡

損

益

通

算

及

び

繰

越

控

除

）

損

失

の

繰

越

控

除

）

第

三

条

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

平

成

十

七

年

度

第

三

条

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

譲

渡

所

得

の

年

内

の

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

二

項

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

第

四

項

第

に

規

定

す

る

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

一

号

に

規

定

す

る

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

額

（

以

下

第

三

項

ま

で

に

お

い

て

「

居

住

用

財

産

れ

た

も

の

を

除

く

。

以

下

本

項

に

お

い

て

「

控

除

の

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

場

合

適

用

譲

渡

損

失

金

額

」

と

い

う

。

）

は

、

当

該

納

に

は

、

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

税

義

務

者

が

前

年

十

二

月

三

十

一

日

に

お

い

て

当

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

該

控

除

適

用

譲

渡

損

失

金

額

に

係

る

租

税

特

別

措

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

及

び

第

三

項

第

二

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

四

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

納

十

一

条

の

五

第

三

項

第

一

号

に

規

定

す

る

買

換

資

税

義

務

者

が

前

年

前

三

年

内

の

年

に

お

い

て

生

じ

産

に

係

る

同

条

第

三

項

第

二

号

に

規

定

す

る

住

宅

た

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

以

外

の

借

入

金

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

で

、

当

該

居

住

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

本

項

の

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

法

資 料 １
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で

な

い

。

附

則

第

四

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

に

お

い

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

こ

れ

ら

の

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

を

含

む

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

当

該

納

税

義

務

者

が

当

該

年

度

以

前

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

当

該

控

除

適

用

譲

渡

損

失

金

額

が

生

じ

た

年

の

前

年

以

前

の

年

に

お

い

て

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

本

項

の

規
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定

の

適

用

を

受

け

る

場

合

又

は

受

け

て

い

る

場

合

を

除

き

、

当

該

納

税

義

務

者

の

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

を

超

え

る

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

前

項

の

規

定

は

、

当

該

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

が

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

前

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

年

資 料 １
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に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

第

四

項

第

二

号

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

本

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

）

は

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

十

二

月

三

十

一

日

に

お

い

て

当

該

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

に

係

る

租

税

特

別

措

置

法

（

昭

和

三

十

二

年

法

律

第

二

十

六

号

）

第

四

十

一

条

の

五

第

七

項

第

一

号

に

規

定

す

る

買

換

資

産

に

係

る

同

項

第

四

号

に

規

定

す

る

住

宅

借

入

金

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

お

い

て

、

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

前

項

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

当

該

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記
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載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

納

税

義

務

者

の

当

該

連

続

し

て

提

出

さ

れ

た

申

告

書

に

係

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

を

超

え

る

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

４

附

則

第

九

条

第

一

項

２

附

則

第

九

条

第

一

項

、

第

十

条

第

一

項

又

は

第

資 料 １
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の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

十

二

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

総

所

得

金

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

総

所

得

金

額

、

附

則

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

額

、

附

則

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

」

と

、

「

合

計

所

得

金

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

、

附

則

第

十

条

第

一

項

額

」

と

あ

る

の

は

「

合

計

所

得

金

額

（

附

則

第

九

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

金

額

を

含

む

。

）

」

と

し

、

附

則

第

十

条

第

一

項

、

第

十

二

条

第

一

項

、

第

十

三

条

第

一

項

又

は

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

合

計

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

合

計

所

得

金

額

（

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

又

は

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

含

む

。

）

」

と

す

る

。

」

と

す

る

。
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５

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

３

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

二

十

四

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

一

第

二

十

四

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

純

損

失

ま

た

は

雑

損

失

」

と

て

は

、

同

項

中

「

純

損

失

ま

た

は

雑

損

失

」

と

あ

る

の

は

「

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

又

は

附

あ

る

の

は

「

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

又

は

附

則

第

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

則

第

三

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

居

住

用

財

渡

損

失

」

と

、

「

、

第

一

項

の

申

告

産

の

譲

渡

損

失

」

と

、

「

、

第

一

項

の

申

告

書

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

一

項

の

申

告

書

又

は

書

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

一

項

の

申

告

書

又

は

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

居

住

用

財

産

の

譲

渡

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

規

則

で

定

め

る

申

告

書

」

と

す

る

。

た

規

則

で

定

め

る

申

告

書

」

と

す

る

。

二

第

二

十

五

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

二

第

二

十

五

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

確

定

申

告

書

（

」

と

あ

る

の

同

条

第

一

項

中

「

確

定

申

告

書

（

」

と

あ

る

の

は

「

確

定

申

告

書

（

租

税

特

別

措

置

法

第

四

十

は

「

確

定

申

告

書

（

租

税

特

別

措

置

法

第

四

十

一

条

の

五

第

十

二

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

読

一

条

の

五

第

六

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

所

得

税

法

第

百

二

十

三

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

所

得

税

法

第

百

二

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

」

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

」

と

、

「

又

は

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

」

と

あ

と

、

「

又

は

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

又

は

附

る

の

は

「

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

又

は

附

則

第

三

条

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

則

第

三

条

の

二

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

資 料 １
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読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

前

条

第

五

項

」

と

、

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

前

条

第

五

項

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

又

は

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

同

条

第

二

項

中

「

又

は

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

で

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

又

は

附

則

第

三

条

第

五

項

第

一

号

の

規

項

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

前

条

第

五

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

前

条

第

五

項

」

と

す

る

。

項

」

と

す

る

。

（

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

損

益

通

算

及

び

繰

越

控

除

）

第

三

条

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

平

成

十

七

年

度

以

後

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

四

項

第

一

号

に

規

定

す

る

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

第

三

項

ま

で

に

お

い

て

「

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

が

あ

る

場

合

に

は

、

当

該

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

及

び

第

三

項

第

二

号

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

が

前

年

前

三

年

内

の

年

に

お

い

て

生

じ

た

当

該

特

定

居

住

用

財



- 13 -

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

以

外

の

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

に

つ

き

本

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

２

前

項

の

規

定

は

、

当

該

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

が

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

分

の

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

二

十

五

条

第

一

項

の

確

定

申

告

書

を

含

む

。

）

に

前

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

よ

う

と

す

る

旨

の

記

載

が

あ

る

と

き

（

こ

れ

ら

の

申

告

書

に

そ

の

記

載

が

な

い

こ

と

に

つ

い

て

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

区

長

が

認

め

る

と

き

を

含

む

。

）

に

限

り

、

適

用

す

る

。

３

所

得

割

の

納

税

義

務

者

の

前

年

前

三

年

内

の

年

に

生

じ

た

法

附

則

第

四

条

の

二

第

四

項

第

二

号

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

（

以

下

本

項

に

お

い

て

「

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

」

と

い

う

。

）

（

本

項

の

規

定

に

よ

り

前

年

前

に

お

い

て

資 料 １
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控

除

さ

れ

た

も

の

を

除

く

。

）

は

、

特

定

居

住

用

財

産

の

譲

渡

損

失

の

金

額

の

生

じ

た

年

の

末

日

の

属

す

る

年

度

の

翌

年

度

の

区

民

税

に

つ

い

て

前

項

の

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

（

区

長

に

お

い

て

や

む

を

得

な

い

事

情

が

あ

る

と

認

め

る

場

合

に

は

、

当

該

申

告

書

を

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

し

た

場

合

を

含

む

。

）

で

あ

つ

て

、

そ

の

後

の

年

度

分

の

区

民

税

に

つ

い

て

連

続

し

て

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

第

二

十

四

条

第

一

項

又

は

第

四

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

（

そ

の

提

出

期

限

後

に

お

い

て

区

民

税

の

納

税

通

知

書

が

送

達

さ

れ

る

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

も

の

及

び

そ

の

時

ま

で

に

提

出

さ

れ

た

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

同

条

第

五

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

提

出

し

て

い

る

と

き

に

限

り

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

納

税

義
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務

者

の

当

該

連

続

し

て

提

出

さ

れ

た

申

告

書

に

係

る

各

年

度

分

の

区

民

税

に

係

る

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

総

所

得

金

額

、

退

職

所

得

金

額

又

は

山

林

所

得

金

額

の

計

算

上

控

除

す

る

。

た

だ

し

、

当

該

納

税

義

務

者

の

前

年

の

合

計

所

得

金

額

が

三

千

万

円

を

超

え

る

年

度

分

の

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

４

附

則

第

九

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

総

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

総

所

得

金

額

、

附

則

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

」

と

、

「

合

計

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

合

計

所

得

金

額

（

附

則

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

に

係

る

事

業

所

得

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

金

額

を

含

む

。

）

」

と

し

、

附

則

第

十

条

第

一

項

、

第

十

二

条

第

一

項

、

第

十

三

条

第

一

項

又

は

第

十

四

条

の

二

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

お

け

資 料 １
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る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

合

計

所

得

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

合

計

所

得

金

額

（

附

則

第

十

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

、

附

則

第

十

三

条

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

又

は

附

則

第

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

先

物

取

引

に

係

る

雑

所

得

等

の

金

額

を

有

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

含

む

。

）

」

と

す

る

。

５

第

三

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

次

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

一

第

二

十

四

条

第

五

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

純

損

失

ま

た

は

雑

損

失

」

と

あ

る

の

は

「

純

損

失

若

し

く

は

雑

損

失

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

」

と

、

「

、

第

一

項

の

申

告

書

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

一

項

の

申

告

書

又

は

同

条

第

三

項

に

規

定

す

る

通

算

後

譲

渡

損

失

の

金

額

の

控

除

に

関

す

る

事

項

を

記

載

し

た

規

則

で

定

め

る
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申

告

書

」

と

す

る

。

二

第

二

十

五

条

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

条

第

一

項

中

「

確

定

申

告

書

（

」

と

あ

る

の

は

「

確

定

申

告

書

（

租

税

特

別

措

置

法

第

四

十

一

条

の

五

の

二

第

十

二

項

第

三

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

所

得

税

法

第

百

二

十

三

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

申

告

書

を

含

む

。

」

と

、

「

又

は

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

前

条

第

五

項

」

と

、

同

条

第

二

項

中

「

又

は

第

三

項

か

ら

第

五

項

ま

で

」

と

あ

る

の

は

「

、

第

三

項

若

し

く

は

第

四

項

又

は

附

則

第

三

条

の

二

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

読

み

替

え

て

適

用

さ

れ

る

前

条

第

五

項

」

と

す

る

。

（

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

（

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

第

十

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

資 料 １
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譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

に

対

し

、

し

、

前

年

中

の

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

同

法

長

期

譲

渡

所

得

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

法

第

三

十

三

条

の

四

第

一

項

の

特

別

控

除

額

（

同

法

第

三

十

三

条

の

四

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

若

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

三

第

一

十

四

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

三

第

一

項

、

第

三

十

五

条

第

一

項

又

は

第

三

十

六

条

項

、

第

三

十

五

条

第

一

項

若

し

く

は

第

三

十

六

条

第

一

項

の

規

定

又

は

同

法

第

三

十

三

条

第

四

項

（

同

法

第

三

十

三

条

の

二

第

三

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

、

第

三

十

六

条

の

二

第

三

項

（

同

法

第

三

十

六

条

の

六

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

若

し

く

は

第

三

十

七

条

第

六

項

（

同

法

第

三

十

七

条

の

五

第

二

項

、

第

三

十

七

条

の

七

第

四

項

若

し

く

は

第

三

十

七

条

の

九

の

二

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

む

。

）

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

の

適

用

に

よ

り

同

法

第

三

十

一

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

よ

り

計

算

さ

れ

る

当

該

特

別

控

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

除

額

）

を

控

除

し

た

金

額

（

第

四

項

第

一

号

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額
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に

つ

き

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

以

下

「

課

税

長

期

譲

渡

所

そ

の

適

用

後

の

金

額

。

以

下

「

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

の

百

分

の

三

・

四

に

相

当

得

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

次

の

各

号

に

掲

す

る

金

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

一

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

四

千

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

の

百

分

の

四

に

相

当

す

る

金

額

二

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

四

千

万

円

を

超

え

る

場

合

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

イ

百

六

十

万

円

ロ

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

か

ら

四

千

万

円

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

五

・

五

に

相

当

す

る

金

額

２

平

成

十

二

年

度

か

ら

平

成

十

六

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

二

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

前

項

の

規

定

資 料 １



- 20 -

に

よ

り

当

該

譲

渡

所

得

に

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

同

項

各

号

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

の

百

分

の

四

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

２

前

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

と

３

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

と

は

、

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

所

得

は

、

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

所

得

税

法

そ

の

他

の

所

得

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

の

税

法

そ

の

他

の

所

得

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

の

例

に

よ

り

計

算

し

た

所

得

税

法

第

三

十

三

条

第

三

例

に

よ

り

計

算

し

た

所

得

税

法

第

三

十

三

条

第

三

項

の

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

項

の

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

額

の

控

除

を

し

な

い

で

計

算

し

所

得

の

特

別

控

除

額

の

控

除

を

し

な

い

で

計

算

し

た

と

こ

ろ

に

よ

る

。

）

を

い

い

、

附

則

第

十

二

条

た

と

こ

ろ

に

よ

る

。

）

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

法

附

則

第

三

十

五

条

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

計

算

し

た

金

額

を

限

度

と

し

て

当

該

損

失

の

金

額

を

控

除

し

た

後

の

金

額

を

い

う

。

を

い

う

。

３

略

４

略

（

優

良

住

宅

地

の

造

成

等

の

た

め

に

土

地

等

を

譲

渡

（

優

良

住

宅

地

の

造

成

等

の

た

め

に

土

地

等

を

譲

渡
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し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

の

特

例

）

第

十

一

条

昭

和

六

十

三

年

度

か

ら

平

成

二

十

一

年

第

十

一

条

昭

和

六

十

三

年

度

か

ら

平

成

十

六

年

度

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

前

条

第

一

項

に

規

定

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

土

地

等

（

租

税

特

す

る

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

土

地

等

（

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

土

地

等

を

い

う

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

譲

等

を

い

う

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

の

譲

渡

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

を

い

う

。

以

下

本

条

渡

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

を

い

う

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

（

法

附

該

譲

渡

が

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

（

法

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

優

良

住

則

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

を

い

う

。

）

に

該

当

す

る

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

を

い

う

。

）

に

該

当

す

る

と

き

に

お

け

る

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

と

き

に

お

け

る

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

（

次

条

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

譲

渡

所

得

を

得

（

次

条

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

譲

渡

所

得

を

除

く

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

係

る

課

除

く

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

同

項

の

所

得

割

の

額

は

、

同

項

各

号

及

び

前

条

第

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

に

相

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

に

相

資 料 １
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当

す

る

額

と

す

る

。

当

す

る

額

と

す

る

。

一

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

二

千

万

円

以

下

一

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

四

千

万

円

以

下

で

あ

る

場

合

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

で

あ

る

場

合

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

の

百

分

の

二

・

七

に

相

当

す

る

金

額

の

百

分

の

三

・

四

に

相

当

す

る

金

額

二

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

二

千

万

円

を

超

二

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

が

四

千

万

円

を

超

え

る

場

合

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

え

る

場

合

次

に

掲

げ

る

金

額

の

合

計

額

イ

五

十

四

万

円

イ

百

三

十

六

万

円

ロ

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

か

ら

二

千

ロ

当

該

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

か

ら

四

千

万

円

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

三

・

四

に

万

円

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

四

に

相

当

す

る

金

額

相

当

す

る

金

額

２

前

項

の

規

定

は

、

昭

和

六

十

三

年

度

か

ら

平

成

２

前

項

の

規

定

は

、

昭

和

六

十

三

年

度

か

ら

平

成

二

十

一

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

十

六

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

前

条

第

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

土

地

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

基

因

と

な

る

土

地

等

の

譲

渡

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

等

の

譲

渡

を

し

た

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

（

法

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

（

法

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

確

定

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

二

項

に

規

定

す

る

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

を

い

う

。

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

を

い

う

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

該

当

す

る

と

き

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

該

当

す

る

と

き

に

お

け

る

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

に

お

け

る

前

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に
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係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

区

民

税

の

所

得

割

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

法

附

則

第

三

十

四

条

合

に

お

い

て

、

当

該

譲

渡

が

法

附

則

第

三

十

四

条

の

二

第

七

項

の

規

定

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

場

の

二

第

七

項

の

規

定

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

る

場

合

に

お

い

て

は

、

当

該

譲

渡

は

確

定

優

良

住

宅

地

合

に

お

い

て

は

、

当

該

譲

渡

は

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

で

は

な

か

つ

た

も

の

と

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

で

は

な

か

つ

た

も

の

と

み

な

す

。

み

な

す

。

３

第

一

項

（

前

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

３

第

一

項

（

前

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

場

合

に

お

い

て

、

所

得

割

の

納

税

義

務

む

。

）

の

場

合

に

お

い

て

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

そ

の

有

す

る

土

地

等

に

つ

き

、

租

税

特

別

者

が

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

四

条

の

二

第

二

項

措

置

法

第

三

十

三

条

か

ら

第

三

十

三

条

の

四

ま

第

三

号

に

掲

げ

る

場

合

に

該

当

す

る

こ

と

と

な

つ

で

、

第

三

十

四

条

か

ら

第

三

十

五

条

ま

で

、

第

三

た

土

地

等

に

つ

き

同

条

第

一

項

十

六

条

の

二

、

第

三

十

六

条

の

五

か

ら

第

三

十

七

条

ま

で

、

第

三

十

七

条

の

四

か

ら

第

三

十

七

条

の

七

ま

で

、

第

三

十

七

条

の

九

の

二

又

は

第

三

十

七

条

の

九

の

三

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

と

き

は

、

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

と

き

は

、

当

該

土

地

等

の

譲

渡

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

優

当

該

土

地

等

の

譲

渡

は

、

第

一

項

に

規

定

す

る

優

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

又

は

前

項

に

規

定

す

良

住

宅

地

等

の

た

め

の

譲

渡

又

は

前

項

に

規

定

す

る

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

に

る

確

定

優

良

住

宅

地

等

予

定

地

の

た

め

の

譲

渡

に

該

当

し

な

い

も

の

と

み

な

す

。

該

当

し

な

い

も

の

と

み

な

す

。

資 料 １
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（

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

（

居

住

用

財

産

を

譲

渡

し

た

場

合

の

長

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

一

条

の

二

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

第

十

一

条

の

二

区

民

税

の

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

の

三

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

附

則

第

十

条

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

附

則

第

十

条

第

一

項

第

一

項

（

同

条

第

二

項

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

の

規

定

に

よ

り

当

該

譲

渡

所

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

に

よ

り

当

該

譲

渡

所

得

に

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

得

に

係

る

課

税

長

期

譲

渡

所

得

金

額

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

同

項

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

同

条

第

一

項

各

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

号

及

び

同

条

第

二

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

の

各

号

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

金

額

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

に

定

め

る

金

額

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

一

及

び

二

略

一

及

び

二

略

２

略

２

略

（

短

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

（

短

期

譲

渡

所

得

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

二

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

第

十

二

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

（

同

条

第

二

項

に

規

定

す

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

（

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

譲

渡

に

よ

る

所

得

を

含

む

。

）

を

有

す

る

場

合

る

譲

渡

に

よ

る

所

得

を

含

む

。

）

を

有

す

る

場

合
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に

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

に

は

、

当

該

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

及

び

第

十

九

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

に

対

し

、

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

（

短

期

譲

渡

に

対

し

、

次

に

掲

げ

る

金

額

の

う

ち

い

ず

れ

か

多

所

得

の

金

額

（

同

法

第

三

十

三

条

の

四

第

一

項

若

い

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

二

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

三

第

一

項

、

第

三

十

五

条

第

一

項

又

は

第

三

十

六

条

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

の

適

用

に

よ

り

同

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額

に

つ

き

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

附

則

第

十

条

第

三

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

六

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

一

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

（

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

三

条

の

四

第

一

項

若

し

く

は

第

二

項

、

第

三

十

四

条

第

一

項

、

第

三

十

四

条

の

二

第

一

資 料 １
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項

、

第

三

十

四

条

の

三

第

一

項

、

第

三

十

五

条

第

一

項

又

は

第

三

十

六

条

第

一

項

の

規

定

に

該

当

す

る

場

合

に

は

、

こ

れ

ら

の

規

定

の

適

用

に

よ

り

同

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

か

ら

控

除

す

る

金

額

を

控

除

し

た

金

額

と

し

、

こ

れ

ら

の

金

額

に

つ

き

第

五

項

に

お

い

て

準

用

す

る

附

則

第

十

条

第

四

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

と

す

る

。

次

号

に

お

い

て

「

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

」

と

い

う

。

）

の

百

分

の

九

に

相

当

す

る

金

額

二

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

か

ら

所

得

税

法

第

三

十

三

条

第

三

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

額

（

前

年

中

の

同

条

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

で

附

則

第

十

条

第

一

項

及

び

本

項

の

規

定

に

該

当

し

な

い

も

の

の

金

額

の

計

算

上

控

除

さ

れ

る

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

当

該

金

額

を

控

除

し

た

残

額

）

を

控

除

し

た

残

額

と

当

該

年

度

分

の

課

税

総

所

得

金

額

と

の

合

計

額

を

当
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該

課

税

総

所

得

金

額

と

み

な

し

て

計

算

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

か

ら

、

当

該

年

度

分

の

課

税

総

所

得

金

額

に

係

る

所

得

割

の

額

を

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

百

十

に

相

当

す

る

金

額

２

前

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

と

２

前

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

と

は

、

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

所

得

は

、

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

つ

い

て

所

得

税

法

そ

の

他

の

所

得

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

の

税

法

そ

の

他

の

所

得

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

の

例

に

よ

り

計

算

し

た

所

得

税

法

第

三

十

三

条

第

三

例

に

よ

り

計

算

し

た

所

得

税

法

第

三

十

三

条

第

三

項

の

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

項

の

譲

渡

所

得

の

金

額

（

同

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

の

特

別

控

除

額

の

控

除

を

し

な

い

で

計

算

し

所

得

の

特

別

控

除

額

の

控

除

を

し

な

い

で

計

算

し

た

と

こ

ろ

に

よ

る

。

）

を

い

い

、

附

則

第

十

条

第

た

と

こ

ろ

に

よ

る

。

）

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

の

計

算

上

生

じ

た

損

失

の

金

額

が

あ

る

と

き

は

、

法

附

則

第

三

十

四

条

第

四

項

に

お

い

て

準

用

す

る

同

条

第

一

項

後

段

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

当

該

計

算

し

た

金

額

を

限

度

と

し

て

当

該

損

失

の

金

額

を

控

除

し

た

後

の

金

額

を

い

う

。

を

い

う

。

３

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

で

法

附

則

第

三

３

第

一

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

で

法

附

則

第

三

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

も

の

に

係

る

第

一

項

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

も

の

に

係

る

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

百

分

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

第

一

号

中

資 料 １
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の

六

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

三

・

四

「

百

分

の

九

」

と

あ

る

の

は

「

百

分

の

四

」

と

、

同

項

第

二

号

中

「

控

除

し

た

金

額

の

百

分

の

百

十

に

相

当

す

る

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

控

除

し

た

金

」

と

す

る

。

額

」

と

す

る

。

４

第

一

項

の

場

合

に

お

い

て

、

同

項

に

規

定

す

る

４

第

一

項

の

場

合

に

お

い

て

、

同

項

に

規

定

す

る

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

の

う

ち

に

法

附

則

第

三

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

の

う

ち

に

法

附

則

第

三

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

係

る

部

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

係

る

部

分

の

金

額

と

そ

の

他

の

部

分

の

金

額

と

が

あ

る

と

分

の

金

額

と

そ

の

他

の

部

分

の

金

額

と

が

あ

る

と

き

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

区

分

し

て

そ

の

そ

れ

ぞ

き

は

、

こ

れ

ら

の

金

額

を

区

分

し

て

そ

の

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

き

第

一

項

の

計

算

を

行

う

も

の

と

す

る

。

れ

に

つ

き

第

一

項

の

計

算

を

行

う

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

当

該

そ

の

他

の

部

分

の

金

額

に

係

る

同

項

第

二

号

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

号

中

「

当

該

年

度

分

の

課

税

総

所

得

金

額

に

係

る

所

得

割

の

額

」

と

あ

る

の

は

、

「

課

税

短

期

譲

渡

所

得

金

額

の

う

ち

法

附

則

第

三

十

五

条

第

三

項

に

規

定

す

る

譲

渡

所

得

に

係

る

部

分

の

金

額

か

ら

当

該

特

別

控

除

額

を

控

除

し

た

残

額

と

当

該

年

度

分

の

課

税

総

所

得

金

額

と

の

合

計

額

を

当

該

課

税

総

所

得

金

額

と

み

な

し

て

計

算

し

た

場

合

の

所

得

割

の

額

」

と

す

る

。
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５

附

則

第

十

条

第

三

項

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

５

附

則

第

十

条

第

四

項

の

規

定

は

、

第

一

項

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

三

項

中

「

附

則

第

十

の

場

合

に

お

い

て

、

同

条

第

四

項

中

「

附

則

第

十

条

第

一

項

」

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

二

条

第

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

項

」

と

、

「

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

あ

る

の

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

は

「

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

、

「

第

三

十

一

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

、

「

附

則

第

十

条

条

第

一

項

」

と

あ

る

の

は

「

第

三

十

二

条

第

一

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

項

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

と

あ

る

の

は

「

附

則

第

十

二

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

」

と

、

「

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

長

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

あ

る

の

は

「

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

二

条

第

一

項

に

規

定

す

る

短

期

譲

渡

所

得

の

金

額

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

税

の

特

例

）

第

十

三

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

第

十

三

条

当

分

の

間

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

を

一

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

を

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

有

す

る

場

合

に

は

、

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

得

等

に

つ

い

て

は

、

第

十

六

条

及

び

第

十

九

条

の

資 料 １
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規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

他

の

所

得

と

区

分

し

、

前

年

中

の

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

年

中

の

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

第

一

項

に

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

第

一

項

及

び

第

二

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

本

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

本

項

か

ら

第

三

項

ま

で

及

び

次

条

第

一

項

に

お

項

、

次

項

及

び

第

三

項

並

び

に

次

条

第

一

項

に

お

い

て

「

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

て

「

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

、

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

い

う

。

）

に

対

し

、

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

得

等

の

金

額

（

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

額

（

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

三

・

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

四

四

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

に

相

当

す

る

金

額

に

相

当

す

る

区

民

税

の

所

得

割

を

課

す

る

。

割

を

課

す

る

。

２

～

５

略

２

～

５

略

（

上

場

株

式

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

（

上

場

株

式

等

を

譲

渡

し

た

場

合

の

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

譲

渡

所

得

等

に

係

る

区

民

税

の

課

税

の

特

例

）

第

十

三

条

の

二

平

成

十

六

年

度

か

ら

平

成

二

十

年

第

十

三

条

の

二

所

得

割

の

納

税

義

務

者

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所

三

十

七

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

事

業

所
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得

、

譲

渡

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

得

、

譲

渡

所

得

又

は

雑

所

得

を

有

す

る

場

合

に

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

株

式

等

に

係

る

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

う

ち

当

該

事

業

所

得

の

金

譲

渡

所

得

等

の

金

額

の

う

ち

当

該

事

業

所

得

の

金

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

及

び

雑

所

得

の

金

額

と

し

額

、

譲

渡

所

得

の

金

額

及

び

雑

所

得

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

て

令

附

則

第

十

八

条

の

二

第

二

項

か

ら

第

四

項

ま

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

で

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

（

以

下

本

条

に

お

い

て

「

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

下

本

条

に

お

い

て

「

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

て

課

す

る

区

得

等

の

金

額

」

と

い

う

。

）

に

対

し

て

課

す

る

区

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

民

税

の

所

得

割

の

額

は

、

前

条

第

一

項

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

上

場

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

か

か

わ

ら

ず

、

上

場

株

式

等

に

係

る

課

税

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

得

等

の

金

額

（

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

（

同

条

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

の

金

額

（

同

条

第

五

項

第

一

号

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

用

さ

れ

る

第

十

八

条

の

規

定

の

適

用

が

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

に

は

、

そ

の

適

用

後

の

金

額

）

を

い

う

。

）

の

百

分

の

二

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

分

の

三

・

四

に

相

当

す

る

額

と

す

る

。

２

前

項

の

場

合

に

お

い

て

、

平

成

十

六

年

度

か

ら

平

成

二

十

年

度

ま

で

の

各

年

度

分

の

区

民

税

に

限

り

、

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

前

年

中

に

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

一

第

一

項

に

規

定

す

る

上

場

株

式

等

の

譲

渡

の

う

ち

同

項

各

号

に

掲

げ

資 料 １
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る

上

場

株

式

等

の

譲

渡

を

し

た

と

き

は

、

当

該

上

場

株

式

等

の

譲

渡

に

よ

る

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

に

対

す

る

前

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

同

項

中

「

百

分

の

三

・

四

」

と

あ

る

の

は

、

「

百

分

の

二

」

と

す

る

。

２

前

項

の

規

３

前

項

の

規

定

に

よ

り

適

用

さ

れ

る

第

一

項

の

規

定

の

適

用

を

受

け

る

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

定

の

適

用

を

受

け

る

上

場

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

前

条

第

二

項

の

規

定

得

等

の

金

額

に

つ

い

て

は

、

前

条

第

二

項

の

規

定

は

、

適

用

し

な

い

。

は

、

適

用

し

な

い

。

（

特

定

中

小

会

社

が

発

行

し

た

株

式

に

係

る

譲

渡

損

（

特

定

中

小

会

社

が

発

行

し

た

株

式

に

係

る

譲

渡

損

失

の

繰

越

控

除

等

及

び

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

失

の

繰

越

控

除

等

及

び

譲

渡

所

得

等

の

課

税

の

特

例

）

例

）

第

十

四

条

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

第

十

四

条

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

中

小

会

社

の

同

項

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

中

小

会

社

（

第

七

項

に

お

い

て

「

特

定

中

小

会

社

」

と

い

う

。

）

の

同

条

に

規

定

す

る

特

定

株

式

（

以

下

本

条

に

お

第

一

項

に

規

定

す

る

特

定

株

式

（

以

下

本

条

に

お

い

て

「

特

定

株

式

」

と

い

う

。

）

を

払

込

み

（

当

い

て

「

特

定

株

式

」

と

い

う

。

）

を

払

込

み

（

こ

該

株

式

の

発

行

に

際

し

て

す

る

も

の

に

限

れ

ら

の

株

式

の

発

行

に

際

し

て

す

る

も

の

に

限

る

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

よ

り

取

得

る

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

よ

り

取

得

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る
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取

得

を

い

う

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

取

得

を

い

う

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

（

令

附

則

第

十

八

条

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

（

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

一

項

に

規

定

す

る

者

を

除

く

。

以

下

本

条

の

六

第

一

項

に

規

定

す

る

者

を

除

く

。

以

下

本

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

つ

い

て

、

租

税

特

別

措

置

に

お

い

て

同

じ

。

）

に

つ

い

て

、

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

三

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

法

第

三

十

七

条

の

十

三

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

適

用

期

間

内

に

、

そ

の

有

す

る

当

該

払

込

み

に

よ

適

用

期

間

内

に

、

そ

の

有

す

る

当

該

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

が

株

式

と

し

て

の

価

値

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

が

株

式

と

し

て

の

価

値

を

失

つ

た

こ

と

に

よ

る

損

失

が

生

じ

た

場

合

と

し

を

失

つ

た

こ

と

に

よ

る

損

失

が

生

じ

た

場

合

と

し

て

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

と

き

て

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

と

き

は

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

こ

と

は

、

同

項

各

号

に

掲

げ

る

事

実

が

発

生

し

た

こ

と

は

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

と

、

当

該

は

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

と

、

当

該

損

失

の

金

額

と

し

て

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

損

失

の

金

額

と

し

て

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

一

項

に

規

定

す

る

金

額

は

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

一

項

に

規

定

す

る

金

額

は

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

を

し

た

こ

と

に

よ

り

生

じ

た

損

失

の

金

額

と

そ

れ

を

し

た

こ

と

に

よ

り

生

じ

た

損

失

の

金

額

と

そ

れ

ぞ

れ

み

な

し

て

、

こ

の

条

例

の

規

定

を

適

用

す

ぞ

れ

み

な

し

て

、

こ

の

条

例

の

規

定

を

適

用

す

る

。

る

。

２

～

６

略

２

～

６

略

７

特

定

株

式

を

平

成

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

７

特

定

株

式

を

平

成

十

二

年

四

月

一

日

か

ら

平

成

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

払

込

み

に

よ

十

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

の

間

に

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

り

取

得

を

し

た

所

得

割

の

納

税

義

務

者

が

、

当

該

資 料 １
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特

定

株

式

に

係

る

特

定

中

小

会

社

（

当

該

特

定

中

小

会

社

で

あ

つ

た

株

式

会

社

を

含

む

。

）

が

発

行

し

た

株

式

に

係

る

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

二

項

に

規

定

す

る

上

場

等

の

日

（

以

下

本

項

に

お

い

て

「

上

場

等

の

日

」

と

い

う

。

）

以

後

当

該

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

に

当

該

払

込

み

に

よ

り

取

得

を

し

た

特

定

株

式

の

譲

渡

（

法

附

則

第

三

十

五

条

の

三

第

八

項

各

号

（

そ

の

上

場

等

の

日

に

に

掲

げ

る

場

合

の

区

分

に

応

じ

当

該

各

号

に

定

め

る

譲

渡

に

該

当

す

る

も

の

で

あ

つ

て

、

そ

の

譲

渡

の

日

に

お

い

て

当

該

特

定

株

式

を

そ

の

取

得

を

し

お

い

て

当

該

特

定

株

式

を

そ

の

取

得

を

し

た

日

の

翌

日

か

ら

引

き

続

き

所

有

し

て

い

た

期

間

た

日

の

翌

日

か

ら

引

き

続

き

所

有

し

て

い

た

期

間

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

三

項

に

定

め

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

三

項

に

定

め

る

期

間

が

三

年

を

超

え

る

場

合

に

限

る

る

期

間

が

三

年

を

超

え

る

も

の

に

限

る

。

）

の

譲

渡

（

そ

の

上

場

等

の

日

以

後

三

年

以

内

に

行

わ

れ

る

譲

渡

（

証

券

取

引

法

（

昭

和

二

十

三

年

法

律

第

二

十

五

号

）

第

二

条

第

十

七

項

に

規

定

す

る

有

価

証

券

先

物

取

引

の

方

法

に

よ

り

行

う

も

の

を

除

く

。

）

で

租

税

特

別

措

置

法

第

三

十

七

条

の

十

第

二

項

に

規

定

す

る

証

券

業

者

へ

の

売

委

託

に

基

づ

く

も

の

又

は

当

該

証

券

業

者

に

対

す

る

も

の

に

限
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。

）

を

し

た

場

合

る

。

以

下

本

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

し

た

場

合

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

お

け

る

附

則

第

十

三

条

第

一

項

の

規

定

の

適

用

に

つ

い

て

は

、

当

該

譲

渡

に

よ

る

同

項

に

規

定

す

に

つ

い

て

は

、

当

該

譲

渡

に

よ

る

同

項

に

規

定

す

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

る

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

は

、

当

該

特

定

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

特

定

株

式

の

譲

渡

に

よ

る

当

該

株

式

等

に

係

る

譲

渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

渡

所

得

等

の

金

額

と

し

て

令

附

則

第

十

八

条

の

六

第

十

四

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

第

十

四

項

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

計

算

し

た

金

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

と

す

る

。

額

の

二

分

の

一

に

相

当

す

る

金

額

と

す

る

。

８

及

び

９

略

８

及

び

９

略

資 料 １



 

－1－ 

 

杉並区特別区税条例の主な改正点 

税
目 

改 正 内 容 関係条項 適用関係 

１ 生計同一の妻の均等割の非課税措置及び老年者控除

の廃止 

・ 生計同一の妻に対する均等割の非課税措置の廃止 

   区内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う

夫と生計を一にする妻で区内に住所を有するものに対する

均等割の非課税措置を廃止する。 

区税条例 

第 11 条 

地方税法 

第 295 条 

平成 17 年度

分から適用

（平成 17 年

度分に限り、

税率は 1,500

円） 

・  老年者控除の廃止 

老年者控除（48 万円）を廃止する。 

区税条例 

第 18 条 

地方税法 

第 314 条の 2 

平成 18 年度

分から適用 

２ 居住用財産の譲渡損失の繰越控除の改正 

・ 特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控

除の改正 

適用期限を 3 年延長したうえ、平成 16 年 1 月 1 日以後

に行う譲渡資産の譲渡について、譲渡資産の取得に係る一

定の住宅借入金等の残高を有することとする要件を除外す

るとともに、譲渡資産に係る譲渡損失の金額があるとき

は、当該譲渡による所得以外の所得との通算及び翌々年度

以後の繰越しを認める。 

区税条例 

附則第 3 条 

地方税法 

附則第 4 条 

平成 17 年度

分から適用 

・ 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の創設 

平成 16 年 1 月 1 日から平成 18 年 12 月 31 日までの間

に、所有期間 5 年超等の特定の居住用財産を譲渡した場合

において譲渡損失があるときは、その譲渡損失の金額（当

該譲渡資産に係る一定の住宅借入金等の残高から当該譲渡

の対価の額を控除した残額を限度とする。）について当該

譲渡による所得以外の所得との通算及びその年の翌々年度

以後 3 年度分（合計所得金額が 3,000 万円以下である年度

分に限る。）の総所得金額等からの繰越控除を認める制度

を創設する。 

区税条例 

附則第 3 条

の 2 

地方税法 

附則第 4 条

の 2 

 

平成 17 年度

分から適用 

特 
 

 
 

別 
 

 
 

区 
 

 
 

民 
 
 

 

税 

３ 土地又は建物等の譲渡所得に係る課税の特例等の改

正 

・ 長期譲渡所得に係る課税の特例の改正 

100 万円特別控除を廃止し、譲渡益に対する税率を次の

ように引き下げるとともに、長期譲渡所得の計算上生じ

た損失の金額については、土地又は建物等の譲渡による

所得以外の所得との通算及び翌年度以降への繰越しを認

めないこととする。 
現   行 改 正 案 区  分 

（特別控除後

の譲渡益） 12 年度～16 年度 17 年度以後 17 年度以後

4,000 万円以下  4％ 

4,000 万円超 
4％ 5.5％ 

3.4％ 
 

区税条例 

附則第 10 条 

地方税法 

附則第 34 条 

平成 17 年度

分から適用 

資 料 ２ 



 

－2－ 

 
税
目 改 正 内 容 関係条項 適用関係 

・ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長

期譲渡所得に係る課税の特例の改正 

次のように税率を引き下げたうえ、その適用期限を 5 年

延長する。 

＜改正案＞ 譲渡益 2,000 万円以下の部分 2.7％ 

      譲渡益 2,000 万円超の部分 3.4％    

※ 収用交換等により代替資産等を取得した場合の課税の

特例等を適用した場合には、この軽減税率は適用しな

い。 

＜現  行＞  特別控除後の譲渡益 4,000 万円以下の部分 

3.4％ 

       特別控除後の譲渡益 4,000 万円超の部分  4％ 

区税条例 

附則第 11 条

地方税法 

附則第 34 条

の 2 

 

平成 17 年度

分から適用 

 

・ 短期譲渡所得に係る課税の特例の改正 

次のように税率を引き下げるとともに、短期譲渡所得の

計算上生じた損失の金額については、土地又は建物等の譲

渡による所得以外の所得との通算及び翌年度以降への繰越

しを認めないこととする。 

＜改正案＞ 特別控除後の譲渡益の 6％相当額（ただし、国

等に対する譲渡については、特別控除後の譲渡益

の 3.4％相当額） 

＜現 行＞ 特別控除後の譲渡益の 9％相当額又は全額総合

課税した場合の上積税額の 110％相当額のいずれ

か多い方の税額（ただし、国等に対する譲渡につ

いては、特別控除後の譲渡益の 4％相当額又は全

額総合課税した場合の上積税額のいずれか多い方

の税額） 

区税条例 

附則第 12 条 

地方税法 

附則第 35 条 

平成 17 年度

分から適用 

４ 株式に係る譲渡所得等に係る課税の特例の改正 

・ 株式等に係る譲渡所得等に係る税率の引下げ 

上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の株式等に係る

譲渡所得等の金額に対する税率を「4％」から「3.4％」に

引き下げる。 

区税条例 

附則第 13 条 

地方税法 

附則第 35 条

の 2 

平成 17 年度

分から適用 
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民 
 

 
 

税 

・ 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の

特例の改正 

特例の対象となる特定株式の要件を次のように緩和す

る。 

＜改正案＞ 譲渡の日において同日前 3 年超所有するもの 

＜現 行＞ 上場等の日において同日前 3 年超所有するもの

区税条例 

附則第 14 条 

地方税法 

附則第 35 条

の 3 

 

平成 17 年度

分から適用 

 




